
 

幸田町宿泊型自立支援施設みらい

①利用受付を行います。
 実施計画書にサインをお願いします。その後、
 荷物の確認及び食事代をお預かりいたします。

②個別で入浴を行います。
※必要に応じて見守り等を行います。

③事前面談等で決めた内容で食事を行います。
※外食及び簡易調理・お弁当（買い物体験等）

④各居室でお過ごしください。
※DVDプレーヤーやラジカセ等の貸出可能です
 DVDやCD等は各自でご準備ください

⑤職員が見回り、消灯を行います。

⑥職員が居室をまわり点呼を行います。

⑥居室にて着替え・整容を行います。

⑦食堂にて食事を行います。

⑧居室及び共有スペースの掃除、荷物の片づけを行
います。

⑨荷物の確認及び食事代の返金を行います。
忘れ物がないか再度確認を行い、退所します。

※季節や介護の有無によりスケジュールを変更
することがあります。スケジュール
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アクセス図 

建設地 
（幸田町地域活動支援センター内） 

○ 宿泊型自立支援施設「みらい」について 

宿泊型自立支援施設は、将来的に一人暮らしやグループホーム等における生活を

送ることができるように、体験的な宿泊の機会を提供する施設です。 

今後、利用された障がい者やその介護者、支援者などの皆さんのニーズに基づき、

施設の利用内容やサービス内容を見直し、一時預かり事業や短期入所サービスの実施

についても検討していきます。 

 

 

○ ご利用方法などについて 

 ・開館時間 午後４時～翌日午前９時（２泊３日以内） 

 ・休館日  土日、盆（8/13～8/16）、年末年始（12/29～1/3） 

 ・利用料は、無料です。（ただし、食費は自己負担です。） 

 ・ご利用される場合は、幸田町障害者地域活動支援センターつどいの家の窓口で手続

が必要です。事前にご相談ください。 

 

 

  

 


